
 

★この回覧「まちだより」と「広報はこね」は町のホームページにも掲載しています。 

☆箱根町公式 LINE で発行をお知らせしています。友だちの追加で情報を受け取れます。 

★「広報はこね」が届いていない方は、役場、出張所、出先機関などに置いてあります。 

（発行／箱根町役場 〒250-0398 箱根町湯本256番地） 
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マイナンバーカードの交付を推進するため、夜間や休日でなければ窓口に来られな

い方のために、次のとおり窓口を開設しますので、利用してください。  

  すでに申請済のカードの受け取りや電子証明書の更新・発行、カードの新規申請が

できます。新規申請ではオンライン申請サポートも行いますので、写真がなくてもカ

ードが申請でき、カードを郵送で受け取ることも可能です。  

 

開設日時 

7 月 １９日（水） １７：１５～１９：１５ 

8 月 
１９日（土） ８：３０～１２：００ 

２３日（水） １７：１５～１９：１５ 

 

【場  所】 役場本庁舎２階 町民課窓口  

 

【取扱業務】  

（1）マイナンバーカードの申請・受け取り  

（2）電子証明書の更新・発行 など  

 

いずれの手続きも本人確認書類が必要です。  

ご不明な点などにつきましては、事前に問い合わせてください。  

 

照会先 町民課窓口係 電話（85）7160 

 

  

 
マイナンバーカード専用 

夜間休日窓口開設 

新規申請写真不要！ 郵送受け取り可！ 



 

月 日  

サイン  

★ 読み終わったらすぐ次の方へ回覧しましょう。 
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わたしたちの生活に密接な「相続」や人生 100 年時代における「ライフエンディング」

は、誰にとっても避けることの出来ないものです。 

本講座では、これらへの備えを円滑に進め、不安を解消し、明るく前向きな生活が享受

できるよう基礎知識の習得を目指します。より良い未来のために共に学びましょう！ 

※本講座は、全国公民館連合会と明治安田生命保険相互会社が共同で活動を展開する「地

元の『公民館』元気プロジェクト」を活用したものです。 

 

【日  時】 第 1 回：８月３日（木）14:00～15:30 

第 2 回：８月 31 日（木）14:00～15:30 

【会  場】 社会教育センター会議室（小涌谷 520） 

【内 容】 第 1 回：「相続」と「争族」のはなし 

          ・相続の基本について 

          ・生前贈与の有効性 

          ・「争族」回避のポイント 

          第 2 回：「マイライフ＆エンディング」を考えよう 

          ・ライフ＆エンディングノートを活用し、自身の想いの実現を考える 

【講 師】 明治安田生命保険相互会社 

      ※本町と同社は「健康増進に関する連携協定」を締結しています。 

【対 象】 町内に在住、在勤および町立公民館定期利用団体に属する方 

【定 員】 20 人程度 

【申込期限】 7 月 28 日（金）まで 

【申込方法】 電話または社会教育センター窓口にて申し込んでください。 

        ※月曜日および祝日の翌日は休館です。 

【感染症予防対策に関する留意事項】 

・本講座については、手指消毒や換気などの基本的な感染防止対策を講じた上で実施しま

す。 

・発熱やせきなど、風邪の諸症状が見られる場合は、参加をご遠慮いただくようお願いし

ます。 

 

申込・照会先：社会教育センター 電話（82）2694 

 

 

 

 

 

わたしと家族の「そうぞく」講座 

～より良い未来のために～ 

を開催します！ 
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町内在住 60 歳以上の方とその家族の皆さんに、夏の夜の風物詩である大文字焼を

楽しんでいただくため、次のとおり鑑賞会を行います。  

ぜひ家族お揃いで参加してください。  

 

【日時】        

  8 月 16 日（水） 

18 時～20 時 30 分（開館時間内）  

※大文字焼の点火時刻は 19 時 30 分  

※雨天の場合は８月 20 日（日）  

 

【場所】  

  老人福祉センターやまなみ荘 （箱根町強羅 1320-185）  

 

【対象者】   

町内在住の 60 歳以上の方とその家族で、1 家族おおむね５人以内  

 

【申込期限】 ８月 7 日（月）  

 

【申込方法】 電話で申し込んでください。  

 

【その他】  

 飲み物は、各自で用意してください。      

 駐車場がありませんので、車での来場は配慮をお願いします。  

 申し込み状況により、お断りする場合があります。  

 

 

 

申込・照会先 福祉課高齢福祉係 電話（85）7790 

 

 

老人福祉センター 

やまなみ荘 大文字焼鑑賞会のお知らせ 
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仙石原地内の道路舗装工事を行います。  

この工事に伴い、次のとおり交通規制を行います。大変ご迷惑をお掛けしますが、

ご協力をお願いします。  

【 場 所 】 仙石原地内（町道仙３号線）  

【 期 間 】 ７月下旬 ～ ８月中旬（8 時～17 時）うち 1 週間程度 

【 交 通 規 制 】 車両全面通行止め（夜間開放）  

※  交通誘導員の指示にご協力ください。  

【 案 内 図 】 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

照会先 都市整備課道路工務係 電話（85）8600 

凡　　　　　　　　例

交通規制箇所

工事に伴う交通規制（仙石原地内） 
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箱根水道パートナーズ（株）では、県営水道の給水地域において水道管の水漏れを

発見するため、道路や宅地内(水道メーターなど)で漏水調査を実施します。また、交

通量の多い道路では、深夜に調査を行います。調査の際は身分証を携帯した職員が伺

います。  

 なお、訪問などで不審に思われたときは、「身分証明書」の提示を求めるか、箱根水

道センターまで連絡してください。皆さんのご理解とご協力をお願いします。  

【実施地区】 仙石原地区  

     県営水道を使用している地域のみが対象となります。  

【実施期間】 令和５年７月２０日（木） ～ ８月 10 日（木） 

【 特 記 】 箱根水道センターでは上記以外の地区でも年間を通して漏水調査（深夜調

査を含む）を実施しています。  

                  

   水道メーター付近漏水調査    夜間水道管路調査    身分証明書提示  

 

自宅内の漏水は水道メーターで確認を！  

家庭の蛇口や、水栓タンクのバルブを全部閉めても、水道メーターのパイロット針や

１ℓ針が回っているときは、メーターより蛇口側で水漏れの疑いがあります。  

 

 

 

 

 

 

漏水しているときは、できるだけ早く指定給水装置工事事業者に連絡し、修理を行

ってください。（宅地内、または水道メーターより蛇口側の漏水につきましては、お客

さまでの修理範囲となります。）  

 

不明な点は、箱根水道センターまで問い合わせてください。  

照会先 箱根水道パートナーズ㈱箱根水道センター給水・維持班 電話（82）4307 

※箱根水道パートナーズ㈱は、神奈川県企業庁 (県営水道)が発注する箱根地区水道事

業包括委託（第 2 期）の受託者です。  

水道管の漏水調査にご協力を 
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番号 品 名 規   格 状 態 価 格 

1387 ランドセル  水色（女の子用）  普 通 無 料 

1388 自転車 26 インチ、スポーツタイプ（前後ギア有） 普 通 無 料 

 

譲ってください  

番号 品 名 規   格 状 態 価 格 

2144 
猫用品 

(猫ボランティアで使用) 

ケージ 

シート、フード等  
普 通 無 料 

 

※ 状態は新品・良い・普通・多少傷ありの 4 段階で表しています。  

※ 家庭で使わなくなった品物などを、ごみに出す前に「不用品交換情報」に登録し  

ませんか。他に必要としている方に、有料または無料で譲ることができます。  

また、同時に譲ってほしいものの情報登録も受け付けています。  

掲載期間は登録日から 6 か月間です。  

※ 本情報は、町内在住者のみ有効となります。 

※ 希望の商品が見つかったら、登録者の連絡先を知らせますので、環境課まで連絡

してください。その後の引き取り方法などの交渉は当事者間で行ってください。  

※ 問題が生じた場合は、当事者間の話し合いなどにより解決してください。  

 

申込・照会先 環境課環境政策係 電話（85）9565 

 

不用品交換情報 譲ります！ 

（６月 29 日現在） 

譲ってください!! 
 
 
！ 譲ります 

 
 
 


